
４　決算に対する議決

○平成８年2月16日（金）

【平成4・ 5年度決算に対する議決】

１　平成４年度決算は、これを是認する。

２　平成５年度決算は、これを是認する。

３　内閣に対し、次のとおり警告する。

　(1)国の一般会計において、平成４年度１兆5,447億円、平成５年度5,663

　　億円と、戦後初めて２年連続の決算上の不足、いわゆる歳入欠陥が生じ、

　　その後の財政運営に困難を来していることは、誠に遺憾である。

　　　政府は、税収の減少や公債残高の急増等により、極めて深刻な財政状況

　　にあることを厳しく認識し、歳出全体について社会・経済情勢の変化を踏

　　まえた徹底した見直しを進めるなど、財政改革に真剣に取り組むととも

　　に、財政の現状や将来展望等について国民に分かりやすく明らかにするこ

　　と等により、国民の理解を求めながら、今後の本格的高齢社会に対応し得

　　る行財政の確立に向けて一層の努力を傾注すべきである。

　（2)核燃料を柔軟かつ効率的に利用できる新型転換炉は、昭和42年からその

　　開発が開始され、原型炉「ふげん」の成果に基づき、昭和57年から実証炉

　　建設計画が進められてきたが、その建設費が当初見積もりを大幅に上回る

　　ことが判明したこと等のため、平成７年８月に同建設計画は中止に至っ

　　た。

　　　政府は、昭和42年度から平成６年度までの間に約2,000億円の国費が投

　　入された新型転換炉の開発において、その実証炉建設計画が中止に至った

　　事態を重く受け止め、今後、このような大型技術開発の実用化の推進に当

　　たっては、研究開発体制の一層の整備を図るとともに、進捗状況に応じて

　　開発計画の評価を行うこと等により、適時適切な措置を講ずるよう努める

　　べきである。

　（3)国民健康保険の財政調整交付金について、市町村による不適正な受給の

　　指摘が、決算検査報告において、昭和63年度以降毎年続いており、平成５

　　年度までの不適正受給の総額が105億円に上っていることは、遺憾であ

　　る。

　　　政府は、構造的な問題を抱える国民健康保険制度の安定化に更に努力す

　　るとともに、この種事態の根絶を期するため、都道府県及び市町村に対す

　　る指導の徹底を図るべきである。

　(4）厚生年金保険及び国民年金の積立金の一部をより有利に運用することを



　目的とした自主運用事業について、平成６年度末において約7,000億円の

　繰越欠損金が生じていることは、年金資金運用の健全性、安定性の観点か

　ら看過できない。

　　政府は、今後の厳しい年金財政の状況にかんがみ、国民共有の資産とも

　言うべき年金積立金の安全かつ効率的な運用体制の整備に更に努力すると

　ともに、自主運用事業に対する国民の理解を得られるよう、市場への影響

　等に配慮しつつ、ディスクロージャーの一層の推進に努めるべきである。

(5）認可法人である日本下水道事業団が、地方公共団体の委託を受けて、平

　成４年度及び５年度に発注した下水道の電気設備工事について、いわゆる

　入札談合が行われ、しかも同事業団の幹部職員がこれに関与していたこと

　が明らかになったことは、極めて遺憾である。

　　政府は、公共工事の入札・契約手続の改善に取り組んでいる中で、この

　ような事件が発生したことを厳しく受け止め、同事業団に対し、発注にお

　ける透明性・客観性の一層の確保や受委託関係の明確化等の改善措置を着

　実に実行させるなど、この種事件の再発防止に万全を期すべきである。


